
 

岡山県における身体障害者手帳交付事務の流れ 

 

 
 
 
 
 

法第１５条  
指 定 医 師           

   ①受 診 
 
 
  ②診断書交付 

申 請 者 
（身体障害者・保護者等）             

   
              
             
  
＊診断書・意見書 
に疑義又は不明な 
点がある場合は、 
必要に応じて作成 
した医師に照会す 
る（国通達）。 

                                 ③交付申請       ⑥手帳交付 
                                                （⑩） 
 
 市福祉事務所・町村  

 
                                 ④進達           ⑤手帳発行 

（⑨） 
   内容補正 

  岡山県身体障害者  
 更生相談所  診断書・意見書の医師照会 

 
                                     障害程度、再認定の要・不要の審査 

 
 
         障害程度が認定基準に該当しないも        （⑤）諮問書作成 （⑧）通知 
          及び障害程度の認定が困難なもの等              提出 
          「審査会への諮問を要する事案」 

 

 
県 障 害 福 祉 課 

 
（⑥）諮問       （⑦）答申 

 

岡山県社会福祉審議会  

  

（身体障害者福祉専門分科会審査部会）                     

 

 

 

（注）政令市・中核市は、独自で身体障害者手帳交付事務を行っている。


